
 

令和３年３月１５日 

安    全    部 

 

令和２年度 内部評価の結果について 

 

１ 内部評価の導入と実施 

ＩＣＡＯ第１９附属書に従い、我が国は、平成２５年１０月に航空安全プログラム（Ｓ

ＳＰ）を策定した。また、ＩＣＡＯ安全管理マニュアル（Ｄｏｃ．９８５９）における締

約国の安全保証に関する規定に基づき、国の規制機能が正しく実行され、我が国の航空シ

ステムの安全を保証するために、ＳＳＰに「内部評価」を規定し、平成２６年度から実施

している。 

内部評価は、本来内部評価対象機関以外の職員が第三者的視点で行うことが望ましい一

方、被評価機関の業務内容への理解と、その実情に即した評価項目に基づく評価等を確立

させることが、評価を適切に行うために必要であることから、他部署に所属する内部評価

員と当該機関の業務を熟知する内部評価員でペアを組み、内部評価を実施した。 

また、内部評価員の教育については、新規評価員に対する内部評価員養成研修に加え

て、前年度指名した内部評価員を対象としたリカレント研修を実施して、評価員の能力維

持・向上に努めた。 

 

２ 令和２年度内部評価通常評価書のとりまとめ結果 

業務の適切性の評価を行うため、各業務の処理体制、手順書、処理計画の策定状況等を

確認した。 

 なお、本省及び両地方航空局による安全監督については、制度上や業務上の不備はな

く、改善が必要な事項は認められなかった。 

 

３ 令和３年度の取組 

〇内部評価の進め方の見直し 

継続的改善の一環として、国の規制機能が正しく実行されていることを確認するた

め、評価実施体制を含む評価方法について、引き続き見直し検討を行う。 

 

４ その他 

令和２年度の内部評価の結果については、令和３年度航空安全プログラム実施計画にそ

の概要を追記する。 


